
認
知
症
高
齢
者
を
見
守
る

認
知
症
高
齢
者
等
Ｓ
Ｏ
Ｓ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
登
録
を

　
市
で
は
関
係
機
関
と
連
携
し
、
認

知
症
な
ど
に
よ
り
行
方
不
明
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
人
を
、
日
ご
ろ
か
ら

地
域
で
見
守
り
、
行
方
不
明
に
な
っ

た
場
合
に
発
見
活
動
を
開
始
す
る
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
展
開
し
て

い
ま
す
。

　
も
し
も
の
と
き
に
備
え
、
事
前
に

登
録
を
し
ま
せ
ん
か
。

登
録
の
方
法
／
高
齢
者
福
祉
課
の
窓

口
で
直
接
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

持
ち
物
／
印
鑑

問
高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
班（
☎

62
‐
５
３
５
０
）

助
成
方
法
が
変
わ
り
ま
す

高
校
生
か
ら
の

子
ど
も
医
療
費

　
子
ど
も
医
療
費
は
、
18
歳
に
な
る

年
の
年
度
末
ま
で
が
助
成
対
象
で
す

が
、
高
校
生
に
な
る
と
中
学
３
年
生

ま
で
発
行
さ
れ
て
い
た
、
子
ど
も
医

療
費
の
受
給
券
は
使
え
ま
せ
ん
。

　
高
校
生
か
ら
は
医
療
機
関
の
窓
口

で
い
っ
た
ん
医
療
費
を
支
払
い
、
子

育
て
支
援
課
で
払
い
戻
し
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
く
わ
し
く
は
対
象
の
保
護
者
に
届

く
書
類
で
確
認
で
き
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
班

（
☎
62
‐
８
０
１
２
）

返
還
不
要
な
給
付
型
奨
学
金

旭
市
育
英
資
金
の

希
望
者
を
募
集

募
集
人
数
／
●
高
校
生
：
８
人
程
度

●
大
学
生
な
ど（
大
学
、
短
大
、
高

専
、
専
修
、
各
種
学
校
）：
13
人
程

度給
付
条
件
／
●
特
に
優
れ
た
資
質
が

あ
り
、
経
済
的
な
理
由
で
修
学
困
難

な
人　
●
校
長
や
学
長
の
推
薦
が
あ

り
、
身
元
確
実
な
保
証
人
が
い
る
こ

と　
●
家
族
の
年
収
が
審
査
基
準
の

収
入
基
準
額
以
下
で
あ
る
こ
と

給
付
予
定
月
額
／
●
高
校
生
：
９
、

９
０
０
円　
●
大
学
生
な
ど
：
１
４
、

４
０
０
円

募
集
期
間
／
３
月
２
日

（月）
〜
25
日

（水）

申
し
込
み
方
法
／
学
校
教
育
課
に
あ

る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課
学
務
班（
☎
55
‐

５
７
２
４
）

就
学
費
用
に
困
っ
た
ら

義
務
教
育
の

「
就
学
援
助
費
」

　
経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困
難
な

児
童
生
徒
の
保
護
者
に
、
学
用
品
費

や
学
校
給
食
費
な
ど
の
一
部
が
就
学

援
助
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象
／
市
内
に
住
所
が
あ
る
小
中
学

校
の
児
童
生
徒
で
、
生
活
保
護
か
こ

れ
に
準
ず
る
程
度
に
生
活
が
困
窮
し

て
い
る
家
庭

申
し
込
み
方
法
／
小
中
学
校
か
学
校

教
育
課
に
あ
る
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
関
係
書
類
を
添
え
て
各

学
校
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課
学
務
班（
☎
55
‐
５

７
２
４
）

年
に
１
回
は
行
い
ま
し
ょ
う

浄
化
槽
の
法
定
検
査

　
浄
化
槽
が
正
し
く
機
能
し
、
放
流

水
の
水
質
が
適
切
か
を
確
認
す
る
た

め
、
毎
年
１
回
の
法
定
検
査
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
設
置
後
に
案
内
が
届
か
な

い
場
合
や
、
毎
年
検
査
を
行
っ
て
い

な
い
場
合
は
、
指
定
検
査
機
関
に
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

指
定
検
査
機
関
／
公
益
社
団
法
人
千

葉
県
浄
化
槽
検
査
セ
ン
タ
ー（
☎
０

４
３
‐
２
４
６
‐
６
２
８
３
）

問
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課

浄
化
槽
班（
☎
０
４
３
‐
２
２
３
‐

３
８
１
３
）

引
っ
越
し
の
と
き
は
忘
れ
ず
に

し
尿
の

く
み
取
り
手
続
き

　
引
っ
越
し
な
ど
で
、
新
た
に
く
み

取
り
式
の
ト
イ
レ
を
利
用
す
る
人
や

利
用
し
な
く
な
る
人
は
、
し
尿
の
く

み
取
り
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
住
民
票
の
転
入
・
転
出
・
転
居
の

届
け
出
だ
け
で
は
、
自
動
的
に
加
入

や
取
り
消
し
と
は
な
ら
な
い
の
で
、

必
ず
手
続
き
し
ま
し
ょ
う
。

　
手
続
き
を
忘
れ
る
と
、
く
み
取
り

作
業
の
手
配
に
時
間
が
か
か
っ
た
り
、

転
居
後
も
今
ま
で
ど
お
り
く
み
取
り

が
行
わ
れ
、
料
金
が
発
生
し
た
り
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
東
総
衛
生
組
合
事
務
局（
☎
62

‐
０
７
９
４
）

有
効
期
限
が
変
わ
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
保
険
証

　
４
月
か
ら
使
用
す
る
、
新
し
い
国

民
健
康
保
険
の
保
険
証
が
３
月
に
届

き
ま
す
。
届
い
た
ら
内
容
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。
今
回
か
ら
保
険
証
の

有
効
期
限
が
７
月
31
日
に
変
更
さ
れ
、

８
月
か
ら
使
用
す
る
保
険
証
は
７
月

中
に
届
き
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
に
滞
納
が
あ
る

人
は
、
税
務
課
で
納
付
相
談
後
に
更

新
し
ま
す
。
有
効
期
限
の
切
れ
た
保

険
証
は
、
保
険
年
金
課
に
返
却
し
て

く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
班

（
☎
62
‐
５
３
３
１
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

く
ら
し
の

…問い合わせ
…申し込み

ワイド

ＳＯＳネットワークのイメージ

旭市
事前登録

捜索協力の依頼

事前登録情報の提供

発見の連絡

捜
索
依
頼

捜
索
協
力
の

依
頼

利用者・家族
（認知症高齢者）

旭警察署協力機関
（介護施設など）
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新
た
に
実
施
し
ま
す

自
動
音
声
に
よ
る

が
ん
検
診
申
し
込
み
案
内

　
令
和
元
年
に
初
め
て
胃
が
ん
検
診

対
象
年
齢
の
40
歳
に
な
っ
た
、
昭
和

54
年
４
月
１
日
か
ら
昭
和
55
年
３
月

31
日
生
ま
れ
の
人
で
、
胃
が
ん
検
診

を
受
診
し
な
か
っ
た
人
に
、
自
動
音

声
に
よ
る
受
診
申
し
込
み
の
案
内
を

行
い
ま
す
。

発
信
専
用
番
号
／
０
４
７
９
‐
85
‐

５
０
９
０

問
健
康
管
理
課
予
防
班（
☎
63
‐
８

７
６
６
）

注
意
し
て
く
だ
さ
い

イ
ヌ
マ
キ
を
枯
ら
す
害
虫

ケ
ブ
カ
ト
ラ
カ
ミ
キ
リ

　
イ
ヌ
マ
キ
や
ナ
ギ
の
害
虫
で
あ
る
、

ケ
ブ
カ
ト
ラ
カ
ミ
キ
リ
の
被
害
が
市

内
で
も
多
発
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
虫
は
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
の
一
種

で
、
成
虫
の
体
長
は
１
㎝
程
度
で
す
。

　
幼
虫
が
樹
皮
の
下
を
食
害
す
る
と
、

樹
木
の
一
部
ま
た
は
全
体
の
葉
が
黄

色
く
な
り
、
数
年
で
枯
れ
て
し
ま
い

ま
す
。

　
被
害
を
受
け
た
木
は
、
直
径
３
㎜

程
度
の
穴
が
確
認
で
き
ま
す
。

　
成
虫
の
発
生
時
期
で
あ
る
４
月
か

ら
５
月
中
の
農
薬
散
布
や
、
被
害
を

受
け
た
木
の
伐
採
を
し
て
、
被
害
の

拡
大
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問
海
匝
農
業
事
務
所
改
良
普
及
課

（
☎
62
‐
０
３
３
４
）

台
帳
へ
の
登
録
に
協
力
を

ひ
と
り
暮
ら
し
の

高
齢
者
世
帯

　
市
で
は
市
内
に
住
ん
で
い
る
高
齢

者
世
帯
の
皆
さ
ん
が
、
安
心
し
て
日

常
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
と
台
帳
を
作
成
し
、
見
守
り
活
動

や
安
否
確
認
、
緊
急
時
の
連
絡
な
ど

に
活
用
し
て
い
ま
す
。

対
象
者
／
75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み

の
世
帯（
体
調
に
不
安
が
あ
り
見
守

り
が
必
要
な
人
は
、
65
歳
以
上
の
人

も
登
録
で
き
ま
す
）

登
録
方
法
／
●
住
ん
で
い
る
地
区
の

民
生
委
員
が
自
宅
を
訪
問
し
、
健
康

状
態
や
緊
急
連
絡
先
な
ど
の
台
帳
を

作
成　

●
本
人
、
家
族
が
高
齢
者

福
祉
課
窓
口
で
台
帳
を
作
成（
本
人
、

家
族
の
了
承
の
も
と
民
生
委
員
に
連

絡
し
ま
す
）

情
報
の
提
供
先
／
地
区
担
当
民
生
委

員
、
市
の
関
係
部
署
、
警
察
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
提
供
さ
れ
、

安
否
確
認
な
ど
の
た
め
に
使
用
さ
れ

ま
す
。

問
高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
班（
☎

62
‐
５
３
５
０
）

も
し
も
の
事
故
に
備
え

自
転
車
保
険
に

入
り
ま
し
ょ
う

　
自
転
車
の
利
用
者
は
、
自
転
車
事

故
の
賠
償
に
備
え
た
保
険
の
加
入
に

努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
保
険
の
種
類
や
契
約
内
容
に
よ
っ

て
補
償
の
対
象
が
異
な
る
の
で
、
内

容
を
確
認
し
て
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

個
人
賠
償
責
任
保
険
／
自
転
車
保
険
、

自
動
車
の
任
意
保
険
、
傷
害
保
険
、

火
災
保
険
な
ど

Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク
付
帯
保
険
／
自
転
車
安

全
整
備
店
で
購
入
か
点
検
し
た
「
Ｔ

Ｓ
マ
ー
ク
」
が
貼
ら
れ
た
自
転
車
に

付
い
て
い
る
保
険

問
市
民
生
活
課
市
民
生
活
支
援
班

（
☎
62
‐
５
３
９
６
）

　職場や学校など、自宅から離れた場所にいるときに大規
模な災害が発生すると、公共交通機関が運行を停止し、帰
宅が困難になることが予想されます。
　多くの人が一斉に帰宅を始めると、火災や建物からの落
下物などで負傷する恐れがあるほか、救助・救急活動の妨
げにもなります。

災害が起こったら
◦まずは身の安全を確保し、職場や集客施設などの安全な

場所にとどまりましょう。
◦災害用伝言サービスなどを利用して、家族の安否などを

確かめましょう。
◦交通情報や被害情報などを入手しましょう。
日ごろから準備をしておこう
◦携帯ラジオや地図を持ち歩きましょう。
◦職場などにスニーカーや懐中電灯、手袋、飲料水や食料

などを用意しておきましょう。

◦安否確認の方法や集合場所、帰宅経路の状況を家族で話
し合っておきましょう。

◦帰宅途中にある、コンビニやガソリンスタンドの場所を
確認しておきましょう。千葉県ではコンビニやガソリン
スタンドなどと徒歩帰宅支援協定を結んでいて、水道水
やトイレ、交通情報などを可能な範囲で提供してもらえ
ます。

問い合わせ先
総務課地域安全班（☎62-5311）

いざというときのために知っておこう

災害が発生したらむやみに移動せず、落ち着いた行動を

市内で見られるマキの塀
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